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〔教育福祉研究第7号 2001]

離別母子家族と親族の援助
母親の学歴からみた階層性

はじめに

離婚率が上昇し、家按や生活スタイルが多様化

している現代においては、かつて言われたような、

母子家族であること、イコール「欠損」家族であ

るといった見方はいくぶん弱まってきているかも

しれない(もちろん、いまだに言い続けられてい

る領域もあるが)。しかし、母子家族全体での平均

所得の低さをはじめとして、彼女たちの生活上の

臨難さは依然として存在し、そこへの、中でも離

別や非婚の母子家族への手立ては決して進んでい

るとは言えない。 ζうした母子家族への援助に歯

止めをかける考え方に、「母親本人が選んで(好ん

で)、離婚をしたのだから……」、もっとさかのぼっ

て、「そもそも、そんな(だらしない・生活力のな

い・暴力をふるう)犬を選ぶからいけないのだ

…」というものがあり、これは一般の世論に加

えて、死別した母子家族の母親たちからもあがっ

てくる。

確かに現代において、一人ひとりの生活スタイ

ルの選択はその個人に委ねられており、その責任

も、選択した個人に帰されている。しかし本当に、

彼女たちの選択は、「自由な」そして「豊富な」選

択肢の中から選ばれた結果なのであろうか。また、

仮に本人が「好き勝手に選んだJ 生活スタイルで

あったにせよ、なぜ彼女たちは、そんなにも不安

定な選択をするだろうか。そこにはやはり、不安

定さの「選択」と不安定さからの「抜け出しJ に

おいて、「不利が不利を呼ぶ構造}l)といったもの

が存在するのではないだろうか。

しかし、こうした構造の解明や母親たちのライ

ブスタイル選択における「なぜ」を明らかにする

ためには、調査対象としては把握しにくい被調査
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者へのインテンシィブな面接データの蓄積や、そ

れらを縦断的にデザ、インするといった研究が必要

となるであろう。本稿の目的は、前述の問題意識

を抱きつつ、その第一歩として、不安定さへの落

層の時期と不安定さからの「抜け出しJ あるいは

「緩和」に関する親接援助に注目し、離別母子家族

の社会的措層差について検討することにある。

ところで、母子家族の過程分析としては、生活

保護を受給するに至る過桂を分析した生活問題研

究会による母子世帯調査(2)が詳しいが、本稿で

は、被保護世帯に眼らずに地域で暮らす離部母子

家族の経過をみていく。そこには、先の被保護世

帯調査にも見られたような、貧困母子家族が世代

聞で継承されているといった家族から、それとは

対蝦的な、親族のネットワークに守られて生活の

「安定」を得ている母子家族までが存在しており、

親族による援助の量と質が、不安定さの「選択」

においても「抜け出GJにおいても重要であると

考えるからである。さらにまた、親族に「守られ」

ていれば、それで十分であるのかといった、母子

家族問題の社会的性格についても考えて行きたい

と思う。

1 .調査の概要と分析方法

(1 ) 調査の概要書

1)調査の手続きと時期

本調査は、北潜道畏生委員・見童委員連盟によ

る「単親(母子・父子)家庭生活実態調査}3)の一

環として、主に質的データを収集するための自的

として北海道K市において行った面接諮査であ

る。被調査者は、母子相談員を通して紹介をして

もらった 48名であり、被調査者の自宅あるいは職

場を訪問して調査を実施した。調査員は、大学教
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表1 分析対象者のフェイス・シート

ケ…スNQ 学歴 本人の年齢 子の年齢 f患の岡E若者
4 中学卒業 43 ♀19 (別薦、前夫とKe苦肉に在住)、♀16(高2) なし

10 中学卒業 29 ♂1 (認可保育関) なし

35 
中学卒業

47 
♀24 (消費者金融勤務)、♀17(高2) なし

中学芸存薬 ♀5 (認可保育隠)、♂ 3 (認可保育密) なし
40 26 

13 
高校中退

19 
♀1 (認可保育所) 母40歳(母子家族でNo.12)、弟7歳(異父きょうだい)

20 高校中退 35 ♂7 (小1) なし

39 
ぬ校中退

39 
♂13 (中1) 母 (68歳)倒れて窓識不明のまま入院中

44 
高校中退

43 
♀13 (中1) なし

I E寄
E存

34 
♀13 (中1)、♀10(;J、5) 母親59歳(騎酒屋経営)

2 
高 ;q; 

30 
♂ 7 (ノト1) なし

3 
高 ヨ存

47 
♂23 (遼送J;lj勤務)、♂19(運送底勤務05E将司需給校4 なし
年)、♀17(潟2)、♂11(小 5) 

6 
高 ;q; 

32 
♀10 (小4)、♂ 8 (小2) なし

7 E苦 卒
41 

♂18 (i寄3)、♀15(蕗1)、♀11(小 5) なし

8 
E芸 Z事

37 ♂(認16可(保高育I駁)、)♀13 (中1)、♀ 5(認可保育園)、♀ l なし

11 
1埼 卒

32 
♂5 (認可保育園)、♀ 4 (認可保育溺) なし

12 
高 卒

40 
♀19 (パート勤務、母子世帯)、♂ 7(小1、長女とは 長女の子ども♀ 1歳(認可保育所)
異父きょうだい)

15 
E蓄 卒

31 
♂10 (小5) 父母

16 
正幸 卒

26 
♀6 (認可保育園) なし

18 
高 卒

27 
♂7 (小1)、♀ 3 (認可保育所) なし

21 1結 卒 32 ♂5 (認可保育所)、♂ 4 (認可保育所) なし

22 
1結 主事

34 
♀1l(小川、♀10(小4)、♂ 4 (認可保育所) なし

25 i寄 主幹 26 ♂6 (小1)、♂ 3 (認可保育園) なし

26 
1匂 Z手

25 
♂3 (認可保育園)、♂ 1 (認可保育長富) なし

28 言寄 卒 24 ♀3 (認可保育所)、♀ 2 (認可保育所) なし

34 
言語 卒

38 
♂ 9 (ノj、4)、 ♀ 7 (ノト2 ) なし

36 1尚 卒 43 ♂17 (陪 3)、♀15(高等1年)、♂12(小6) なし

38 
言言 Z手

27 
♂4 (認可保育所)、♂ 2 (認可保育所) 父57重量(勤務)、母54歳(勤務)

41 
主事 主事

40 
♀12 (中1) なし

45 
言寄 ;q; 

42 
♀17 (高3)、13(中 2) なし

5 短大中退 29 ♀5 (認可保育関)、♂ 4 (認可保育密) なし

短大卒 ♀7 (ノj、1)、♂ 3 (認可保育関) なし
9 36 

専門学校本 ♀10 (ノj、4) 母70議
14 48 

24 
短大卒

24 
♂2 (認可保育所) 父57歳(勤務)、母51歳(緩をいため、現在は専業主婦)

27 短大卒 40 ♂5 (認可保育所) なし

31 短大卒 48 ♀12 (中1) なし

専門学校卒 ♂5 (認可保脊所)、♂ 3 (認可保育所) なし
33 35 

43 専門学校卒 34 ♂8 (/J、2) なし

46 
専門学校卒

28 
♂6 (認可保管濁)、♀ 2 (認可保育滋) なし

専門学校卒 ♀16 (高1)、♀13(中 1)、♀12(小6) なし
47 41 
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ケ畑町ANu 現在の職業 紋入(収入項目) 捻定月1収 家主英員の病気

4 病後看護助手(常勤) 稼動i収入(月にお~1671円)、児家扶養手当 20万円くらい 本人がアレノレギーと腎結石

10 K市で害事変E霊で働いた後、現夜は翻練生 訓練手当、児童手当、児童扶養手当 15万円くらい 子どもが肝炎

35 f脅婦会社勤務(正社員)
給与(月11万同)、児主主扶養手当、ょの

23万円くらい なし(以前に娘が堅手結石で入院)
子から補助(尽に 8万)

生活保護(担当者よかった)→生命保
金書震は震いたく

40 険のセールス(自分から申し出て生活 給与、児童量扶養手当
ない

本人が特定疾，態、 i車線。
保護辞める)

l3 
サービスストア底(パート)、将殿の母 本人の絞入、児童童手当、児童扶養手当、

14万円くらい
弟と子はよく風邪を引き、子は熱をtfj

は生活保護受給 母親の生活保護繁 す。

20 求職中 児童扶養手当、毅援助 7~8 万向 なし

39 食堂 (IE社員)
本人の奴入、主義予奇襲警(月に 2万円)、児 金額はEまいたく 母が入院中意識なし。完全看護だが、
童扶養手当 ない 毎日洗濯物を取りに行く。

44 
電気震の社長宅の手伝い(パート)と 本人の収入(尽兵Lに-3dC8I悶万奇抜円誠総ちょっと)、 児 食事買は日いたく 本人は践と心臓が惑い。娘も検査で肝臓が
生活保護受給 主主扶養手当、 ない 惑いとわか9、風邪に気をつげている。

1 書11練主主(高官は支庁の臨待機員)
養育費

緩!fJ保険、訓練手当て、
20万円くらい なし

2 デイサービスセンター介護員(正職員)
稼動収入 (11万何人児童量扶霊童手当 (4

17万円十α なし
万円)、義叔父などの援助(2万円十α)

3 キャディー(季節援用)
本人の給与(18万円}、長男から(271月)、

25万円くらい 向勝は一ーしてな行いくが父が肝臓ガンで入院
次男から(1万円)、児童扶養手当

6 
離婚後、パ トを多数した後、環:tEは

パート収入(月 8万円)、児霊童扶養手当 12万向くらい?
本人が3ヶ月に 1疫病院へ検査へ(病

本箆のパート 名は不明)

7 
市役所予言底にて販売と経理(市役所の 本人の収入(月14万円)、見霊童扶養手当、長

18万円くらい なし
嘱託職員、常勤) 奥の奨学金(育英会十学研で26，000円)

8 
訓練生

訓練手当て、児家手当、児童童扶養手当 17万向くらい なし

11 携帯霊童話の製作(パートで持絵640内)
ノfート収入、児童童扶養手当て、養育費

17万円くらい なし
( 6万円)

12 
生活保護、娘の収入(娘も母子世帯で お占きι+有~議円a、四z己円主u 娘の収入、 児童量手当、 児 14万円くらい 長男と孫が嵐邪をよくひく
湾殿No.13)

15 訓練生(前は、水泳インストラクタ-)
訓練手当て(11万何人児童扶養手当(3

14万円くらい 子ども(てんかん)
万内)

16 
昼生命保険(亘社員)、夜遊3日スナッ 給童量与扶養(手9万当円()4、パイト (6万円)、 児 19万円くらい なし
ク(パイト) 万円)

18 訓練主主(訴はパートでj奈良)
訓練手当て (11万円)、児童量扶養手当、

15万丹くらい なし
前夫からたまに仕送り

21 食堂(常勤) 稼動収入(10万円)、児童量扶養手当 14万円くらい なし

22 
スーパーのレジ(パートで熔給605内)、

稼動収入、兇童扶養手当 14万円くらい
次女(定期的に皮障害科へ)、長男(主主ま

赤字のときは友人の硲でアルバイト れっき、視神経に異常があり奴科へ)

25 クリーニング(パート) 稼動収入、児童量扶養手当 15万円くらい 本人と長男(時怠)

26 生命保険営業(試用期間)
稼動JjJ(入(来月から)、児童量扶養手当、 10万円十αくら

なし
養育幾何万円) し〉

28 語l協主主主 認11練乎さきて(11万円)、児童扶養手当 15万円くらい なし

34 t育摘会社の事務 (IE職員) 稼動収入(月に13万円)、見笈扶養手当、
16万円十養育襲警 なし

養育焚(念署員は奮いたくない)

36 君事使局食堂(常勤) 稼動収入(12万円)、児童扶養手当 16万河くらい なし

38 
離婚後、病院内の保育所で働く(資格 稼動収入、養育費、児家手当、児童扶 金額はEまいたく 離婚時に子どもはよく風邪を引いた
なし、補効)~著専務(常勤) 養手当 ない が、今は元気。

41 スナック
稼動収入(25~27万円くらい)、児童扶

30万円くらい 本人(鐙壌で手術)
養手当

45 病苦言葉~~整助手 (IE職員)
稼動収入(15万円)、;弔意扶養手当、奨

20万尽くらい 本人{十二指綴演擦)
学金

5 訓練生(その般は保倹の外交) 訓練手当て (11万円)、児笈扶養手当 15万円くらい なし

稼動収入(6万円ぐらい)、養育襲警 (4
本人が、夫の暴力でilil:にけがをしてか

9 下着販売 万円)、児家扶養手当、前夫からの遜 15万向くらい
院・治療費

ら蓄電子がよくない。

生活保護(10万6千円)、出 掛卓

制醐がん叩問う装着岬

14 生活保護 18万円くらい 級)、子は花粉症・虚弱、母lま脊被変形、ひざ関節
( 4万円)、老護者年金 (3

痛で週に一度通院

24 訓練生(その前はパート)
前夫からの養育薮(2万円)、児童量扶養

16万円くらい なし
手当 (3万円)、宮前線手当て

27 生命保君主外交(常勤} 稼電車収入(15~16万円)、児蜜扶養手当 20万向くらい なし

31 夜間保育所(常勤)、Ifi!:間保育所(パート) 稼動i奴入(11万+12万人児蜜扶養手当 27万円くらい なし

稼動収入(8万向くらい)、児童扶養手
本人は端息で入続暦あり、長男・次男

33 工場のパート 14万円くらい は肺炎で入院磨あり、 f也に長男はアレ
さ皇、養背後(2万円)

ノレギーと隣息、

43 保母(常勤) 稼塁手j収入、児愛扶養手当 金額は同いたくをい なし

46 百貨f吉で洋服直し(パ トだが保険あり) 稼動収入(6~児7童童万手円当) 
単発の内職、

11万円くらい なし

稼重力収入(13万穏度)、児童量扶養手当、
47 老人福祉施設(常勤) 養育費(9万内だが議初の 1年間だけ 17万円くらい なし

しか支払われてない)
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-大学院生・学部卒業生の5名で分担して実施

し、所要時間は、各ケースとも概ね2時関前後で

ある。

被調査者の人数は、当初は 52名を予定していた

が、当日の不在(家族員による謡査拒否)、車前の

仕事、家族員の病気などにより、結果48名となっ

た。また、被諦査者の選定が母子相談員に依った

ため、調査協力は一応したものの、消極的に応じ

てくれた母親が存在することも否めない。さらに、

調査場面に子どもをはじめとした他の家族員が同

席している場合もあり、データとしては十分に聞

くことができなかった箇所があることを断ってお

く。なお、調査時期は、 1995年9月である。

2 )調査対象

調査を実施した 48名についての概要を述べる。

母子になった理由は、離別による母親が大半を

占めているが、死別による母子が3名、非婚(未

婚)による母子が1名いる。母親の年齢は、 19------48

歳にわたっており、40歳以上と 29歳以下とで、大

きく二つの山がある。悶居している子どもの数は、

2人 (43.8%)が多く、 l人 (39.6%)がこれに

次いでいる。また親族との距離では、親族と同居

もしておらず近所にもいないという母子は、わず

か9人であり、父母(またはその一方)や親族と

同居している母子が 12人、近くに親族が住居して

いる母子が29人(複数回答:2人は親と同居しつ

つ親族も近くに住居している)となっており、大

部分の被調査者が親族のネットワークに閉まれて

いることを示している。

あり、実態との主党離があると濯、われる。

(2) 分析対象の選定と分析の方法

被調査者 48名のうち、死別による母子家族3名

と、離別母子の中でも母親の学援が不明である 6

ケースを除いた 39ケースについて、以下の方法で

分析を行う。なお、分析対象である 39世帯のフェ

イスシートは、表1に示した通りである(表1は、

後に分類する母親の最終学臆グループ別の並びで

ある中学卒業~専門学校・短大進学となってい

る)。死別による母子とともに、学震不明の母子を

除いた理由は、本稿での社会階層差を母親の最終

学歴でみることとしたためである。一般に、社会

的措摺差の分析に関しては、その変数として、世

帯年収や職業階層、学歴などが採用されるが、前

述の調査対象の箇所にあるように、本鵠査では所

得に関しては推定によるデータしか得られなかっ

たこと、また、母親自身の「子育ち」を考慮、すれ

ば、母親の親世帯の階層差が子どもへの教育力の

差として母親の最終学麗に反映するであろうと予

測するからである。さらに、母親の最終学歴にみ

られる低学力が、その後の就職機会をはじめとし

た社会生活での不利さと、どのように関連してい

るのかを検討していくことは、母子家族の自立を

考えるうえでも重要であり、以下、母親の最終学

歴の違いでの分析を進めていく。

母親の分類については、「中学卒業・高校中退(8 

ケース)J、「高校卒業 (21ケース)J、「専門学校・

鎧大進学(10ケース)Jという母親の最終学麗の違

いでグループ分けしたものをさらに「結婚前の時

親の職業の麗用形態は、正社員は 17人 期」、「結婚・出産をめぐっての時期」、「離婚をめ

(35.4%)であり、臨時・パートが11人 (22.9%)、

自営・内職が3人 (6.6%)、その他(職業訓練生

を含む)が12人 (25.0%)、無職4人 (8.3%)無

回答1人 (2.1%)となっている。母親の収入につ

いては、調査依頼経路が公的機関であることから

か、金額で盟答することを醸轄する場合が多かっ

た。そこで、収入項目でたずねていったが、それ

でも特に、元夫からの養育費に関しては、回答し

てくれた人の中にも公雷したくないという意向が

ぐっての時期J という 3つの時期について、生活

が不安定になったケースを抽出してつないで行く

という作業を経て、どの時点で生活が不安定に

なっていたのかについての分類を行った(図 1

~図3刊。それぞれの時期の具体的な検討項目と

しては、「結婚前の時期」については、母親の初職

あるいは結婚前の職業の安定度について、「結婚を

めぐっての時期」については、結婚・出産時の生

活の状況や結婚に対しての親族からの反対の有
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図1 中卒・高校中退グル}プのプロセス

〔結婚前〕
不安定

〔結婚・出産をめぐって〕 〔難婚をめぐって〕

8ケースヶー+127-7.1 ~~お律子)

不安定

、6ケース 砂[互ヨ:::iiW#)

不安定

4ケース .~三231:22同)

離婚現出
2ケース

ム(ギャンブル、サラ金など金銭的トラブル) +(姑や夫の家族との関係トラブル)

#(女性問題 x(夫の主義カ)

No.35(?) 
No.39(?) 

無(5)、結婚直後の生活の安定度について検討した。

また、「離婚をめぐっての時期」については、離婚

の理由について検討し抽出した。なお、途中、デー

タが不明のため、母子家族の形成過程の生活を読

み取ることができないケースもあるが、「不安定

さ」が読み取れるものを拾い上げていくという形

で分類した。

2.母子家族形成過程奇めぐる措層差

(1) 母子家族形成過程の特徴

①中学卒業・高校中退ケースの特徴

前節の方法により分類したケースを概観してい

く。図 1および表2から、中学卒業・高校中退の

母親たち 8ケースについて見てみると、結婚前の

段階において母親の生活が不安定であったもの

は、 NO.I0とNO.20の2ケースであった。問者と

もに、中学を卒業後、一度は法務局や洋裁の仕事

をするが、後にスナック等のサ…ビス業を転々と

することとなる。こうした職業それ自体に、何か

しらの開題があるわけではないが、これらの職業

の特徴として、職につくことが容易である代わり

に、麗用条件の不安定さからくる日常生活の不安

定さをもたらしやすい。ましてや、中学卒業して

数年たったばかりの、向い年の子どもたちが高校

に通っている年代の女性たちにとっては、ある

味で過酷な労働市場であると思われる。この 2

ケースの離婚理由については、 1ケースは不明で

あり、残り 1ケースについては非婚(未婚)を選

択している。

結婚前の生活が安定している、あるいは不安定

であるとは言い切れない残りの 6ケースは、結

婚・出産の時期に、どのような選択をしているで

あろうか。 6ケース中2ケースが、この時期の生

活に不安定さを示しており、NO.4ケースは、重機

連転手の夫が結婚直後に退職をし、その後職を

転々としている。また No.44ケ…スは、結婚時に

は、本人の両親がこの結婚に反対していたことも

あり、自分の親族からも夫の親族からも援助を得

られずに結婚・出産している。結婚麗後は、唯一

の頼りとなるべく夫も、息子を恋人扱いする姑の

雷われるままであり、姑の息子夫婦の生活への関

与の異常さに加えて、本人の実家までも巻き込ん
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図2 高卒グループのプロセス

〔結婚前結婚・出産をめぐって離婚をめぐって〕
不安定

21ケースナ→同ケースjl;目立f)
¥ 』ー一一一一一一-No.21(ム)

¥No.22(ム#)
¥ No.41(ム、夫刑務所)

¥ 不安定

、 i円~ I No.8(ム、 x)
池 16ケース 工戸ケースイNo.12(雛婚・輔のく惜し)

一一一一一一-No.28(+、夫の親アルコール依存)

13ケース

不安定

歩汁ケース13;;は!ム)
一一一一一-No.3(?) 

No.ll(夫婦らず)
No.25(夫と毅がアJレコ-)レ依存)
No.34(ム)
No.36(ム)

No.6(?) 
6ケース No.7(?)

No.15(去が車京で事業潔始、性輯平一致)
No.26(?) 
No.38 (夫の横暴、+)
No.45(?) 

関3 専門学校・短大進学グループ(短大中退1ケースを含む)

〔結婚前結婚・出産をめぐって〕
不安定

10ケースー→ 10ケース ι = 凶ケースil:gj話料)
¥ 一一一一- No.33(ム、#)
¥NO.47(#)  

官 6ケース

を入れず、女性問題も

〔離婚をめぐって〕

不安定

EヨM ム x)

5ケース
No.5(つ}
NO.24(?) 
No.31 (つ)
No.43(?) 
NO.46(#) 

っている。だ金銭トラブルに悩まされている。これらの 2

ケースの離婚理由は、 NO.4が夫の仕事の不安定

さからくる金銭トラブルであり、 No.44は結婚産

後からの姑と夫の異常な生活に加えて、夫が給与

さて、結婚までは、安定している残りの 4ケー

スについて、離婚理由から、その生活を察してい

くと、 2ケースが離婚以前から生活が不安定で



離別母子家族と親族の援助 63 

あったことが読み取れる。すなわち、 No.13は「前

夫が信金をして、母親本人から離婚を決意」して

おり、No.40については、その詳細は明らかではな

いが、「夫の所在不明」が離婚理由であると話して

し亙る。

No.35とNo.39ケ}スについては、これらのプ

ロセスの時点、において、生活の不安定さは見られ

なかったのか、データとして示されていないだけ

であるのかは、不明である。

②高校卒業ケースの特徴

同様に、高校を卒業した 21ケースについても、

関2と表2から克ていく。 21ケース中、結婚前の

時点、で生活の不安定さを示しているのがSケース

あり、 No.16ケースは、「高校時代から、とにかく

家を出たかった。」と言っており、卒業と同時に東

京へ行き、東京で知り合った土木作業員の夫とS

軒へ駆け落ちしている。 No.18とNo.21ケ…スは

パート就労、 No.22とNo.41ケ…スはサービス業

(ホテル・喫茶店、友人のスナック)に就いている。

これら 5ケースの離婚理由を見れば、 5ケースと

もに金銭的トラブルが挙げられ、それに女性問題

(No.16とNo.22)や夫の犯罪 (No.4l)が震なっ

ている。

「結婚・出産時」で不安定さが表出したケースは

3ケースあり、 No.8ケースは結婚してすぐに夫

の生活力のなさと夫の暴力から、本人は内職と

ノfートを始めることとなる。 No.12ケースは詳細

は語ってもらえなかったが、離婚・再婚を繰り返

しており、この本人の娘も母子家族 (No.l3ケー

ス)であるという 2世代にわたっての被保護母子

家族であり、さらに同居している家族構成として

は、本人、長女19歳、長男7歳(長女とは異父きょ

うだい)、孫 1歳(長女の娘)と複雑である。 No.

28は、結婚に探して、夫の父親がアルコール依存

症であることで本人の親からも反対されており、

結婚後も転勤の後に、その父親と同居し、精神病

院への入院などで生活が破綻している。

残りのおケースについて「離婚時」をみていく

と、 7ケ…スが不安定に分類される。すなわち離

婚理由において、 No.1・2・34・36ケースが夫の

借金や女性問題から生じる金銭的トラブルを抱え

ており、他にも、夫とその父との二人がアルコー

ル依存で、あったり (No.25)、夫が突然に家に帰っ

て来なくなったり (No.ll)と生活の破綻がみられ

る。

③専門学校・短大進学ケースの特徴

最後に、専門学校や短大へ進学した 10ケースに

ついて検討する(ただし、このうちの 1ケ…スに

ついては短大中退である)。図3および表2にある

ように、このグループには、結婚前において、す

でに生活が不安定になっていることが明らかと

なっているケースは、ひとつもなかった。「結婚・

出産の時期」には、 4ケースが不安定な生活を示

していた。すなわち、 No.14ケースは、露天蕗の夫

と結婚するが夫はいつも不在がちとなり、 No.27

ケースは、 6歳年下の夫と結婚する擦に「結婚の

ときからいろいろあり」親からも反対された結婚

を選択することとなる。また、 No.33は、見合い結

婚で結婚したものの、結婚してみると夫は車など

の自分の晴好品についての多額のローンがあり、

すぐにパート勤めをする。No.47ケースは、専門学

校時代に知り合った酒屋の営業をしている夫と

24裁で結婚するが、親には反対され、結婚後も夫

の女性問題で悩まされ、離婚・寵韓・離婚を繰り

返す。この間もず、っと女性問題にJ踏まされていた。

これらのケースの離婚理由は、 No.27ケースの性

格の不一致を除けば、結婚当初からの生活の破綻

がそのまま離婚理由となっており、 No.14と47

ケースが金銭的トラブル、No.33と47ケースが女

性問題である。

結婚当初はうまくいっていた 6ケースについて

「離婚時」をみていくと、 No.9ケースが、結婚生

活で若くして家を建てたこともあり、家のローン

をはじめとした金銭的なトラブルから夫の暴力が

エスカレートし離婚に至っている。ここでも、離

婚以前の生活の破綻が見られる。

残りの5ケース中、 No.46ケースは夫の浮気で

離婚、他4ケースは不明である。
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表2 結婚・離別の過程

ケースNu 結婚前の職業・湾住地 結婚・出産時の生活

中卒後、神奈川燦の自動主主部品工場に入社→病気のため退社、実 間夫は幼なじみ、仕事はE重機運転手

4 
家のs田7でイ休蓄率→N市の営林署警の事務職

中卒後はK1'有の親元で洋裁の仕事をする。(父親はゆき罪符に死亡) 妊娠の時期には、凝夜コンノしーオンでf動いた。切迫流産になり仕
10 →愛知県で仕事を始めて独立する→蒋びK市で一人暮らしをして 事をやめ入事室、祖母の援助を受ける。米安昏で僚になることは、自

スナックで働く 分で決めた。

35 中卒後j否員など吋Kr官でパスの琢意義 結婚退職

40 中卒後禁容師 返磯

13 
主事校l年で中退した後は、きを容師見習 (K市) 子どもができて、流援しかけたので仕事はやめる。子どもができ

たとわかって入豪華した。

20 
降校中退後、法務局事務補助 (Ki'官)→福井然へ家出、水務予告を ? 
転々とする

18殺で高校中退後、突主主にいてアノレパイト (K市)→20歳のとき 25歳で結婚。 27歳で長努を出産。伎まいは管合。
39 に仕慕2年位するが、体主書く仕察ができなくなり、和裁を苦手う(苦手

いながら少々の収入あり)。

f間校を中退した後、親元(愛知県在住)で洋書虫学校やアノレパイト 前夫は、昼は建設関係、夜はスナックoEl分のf土察は子どもが生
等していたが、 19殺のときに締を車買ってE王子有へ (K市の隣町には まれる前に辞めた(29歳ころ)。自分の荷貌は結婚に反対で、
華見の転勤で中学校のときにいた)oK市でホテルの宴会係のアノレパ 費用も母親自身の預金を崩して出した。始からの援助もなく、始

44 イトの後、歯科際(その奥さんは務停員)の所で、 10年間働く。 が子どもをJ¥¥に産婦人科に来たのは 1度だけ。

1 
生命保険勤務 (K市) 媛険大外交な絡→婚自式動車、前セ夫ールはス自動マ率ン ド剖 (l年半で倒産)~生命保

2 事務 (Kr官) 前夫は金融関係勤務(東訊)、盛大な結婚式

高卒後、結婚まで笑家の食堂の手伝い(i霊内の滋泉地) つ

3 

6 品校卒業後、デパート勤務 (K市) ?結婚退磯

7 鈎センターの事務 (K市) ? 
8 就車並 5たは生活能力のない入、暴力をふるう人

11 
K市の高校を卒業後、 M罰了 (K市の隣)で事務磯として働き、そ 26裁で完~~愛結婚
の後、得てfK市にもどり、一人暮らしを始める。

12 高校卒業後は、実家のT町 (Ki'昔の隣)で就織 つ

15 
高校卒業後は、働かず和裁や花道などの花嫁修業をする 21裁で結婚、郁夫は建築会社作業員

16 
東京在住(家を出たかった) 親夫はは反土対木作業員、 K子宮から汽車で2時間くらいの町へ駆け務ち、

18 ノてート (東京) I王子育→千葉県

21 ノマート・アノレパイト (K市) 日目夫タクシー遂転手

22 ホテノレ・喫茶底など(笑主主のあるK市の鱗町で) 間夫は言調理童師、 KiTiへ

25 
高校卒業後、パソコンソアトメーカー勤務(道内、 Kl官から汽車 K市の隣町に主E佼
で2時間)

26 就奇襲 夫の父母とi奇麗

28 
銀行員 (K市) 夫会社長室、親は夫の親のことで結婚に反対

34 道内Ai'官の高校を卒業後、就労 (A市) 結婚してK市へ転入

36 関墜事務 (K市) 夫が事業を始める

38 
殺がなく半わずイト、その後、電機の部品の会主土の 22歳で総婚。 際士喜 (K子宮)夫にので貌専業に主も振綴、り富吉夫に押さえつけられ

毒事務に就戦。 3年間ぐらい働く。 (K市) ていて外にもtfjられないo;Iç(7)jiIW:Ð~ I)@]された。

41 
存率校時代から友人のスナックを手伝う ~Ij夫は刑務所の中、婿蓄妻子として入籍、綴は反対

45 
就磯(東京) 前夫は一緒の職場の人(慈のディーフー)、夫の父が主主会懇く AiTi

へ→転聖書でK市へ

短大中退後、アノレパイトをした後、 i藍内Bi'有の夜、立病院で臨時の 前夫は自告書業。本人はi草草襲。
5 検張助手をする。その後、病気で退磯・入院。日市の職業司11練校
に行った後、正日劇会社勤務。

20産量でキu廃の学校を卒業後、実家のあるEiTiにUターン就織して つ
9 

(毒事務の仕事)6年間ほど勤務。この問、資械をとりタイプやワー
プロが上述する。 26裁のときに自動車の免許を取りたくて、退役
し、その後コンピュ」ター会社に就職。

14 高卒後、か洋ら裁は学、校デパ2年ー限ト、東思のデザイン学校に 1年間。 K市に 前夫霊審天商、不在がち
熔つて の洋服部門で働く。

24 20裁で事業後、就職したが、すぐ結娘。 20歳で結婚。

27 
Ki'有の高校卒業後、短大は札幌で 人暮らし。市の総将軍語録の後、 品夫隅6機、司下w、雪。野殺蛮に間は出反馬対された結媛(結婚のときから色々あった)、
民間金融に 7年間ほど勤務。

31 
高校卒業後、隠校の事務補助を 5年際ほどしながら、短大の保育 ? 

翼手科で保母資格を取得(定時総)。その後、 K市の保育E富保母。

33 KiTiの専門学校卒業後、薬が潟、主主{チにKェTー官市ン1内古)。 で常務で働く。石狩 見合い結婚、間夫サラリーマンだが車の口ーンなどあり
管内で働くこともあった

43 Kr官の言語校卒業後、道i勾B市で保母資格を取る。 23歳でi道内Bf有で結婚。親の反対はなし。

46 
K市の尚校卒業後、札幌の殿童話専門学校へ。 20歳のときに札綴で 東駅で夫と知り合い、 21歳で結婚。
就職、 21歳で東京勤務となる。

47 
専門学校終了後、 K市にて就餓 綴夫にとはは専反対門学さ校れたに通。前っ夫ていは務た震ときの鴬に知望撃をり合してう。た24裁で結婚したが
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ケースNu 結婚後の生活 高童 綴 の 耳霊 尚

E王子官へ転居{夫は滋織して、その後、織を転々とする) 前夫の仕事がま毛続きせず、生活が不安定。別定書へ。夫は月に 3~4

4 
万円程度しか入れないので、自分が、子どもを保育闘に預けて、
トラック宅配便(獲)とスナック勤務(夜)→仕事をスナックだ
けにする→工E式離婚

緩や華完成は未婚であることを反対したが、母親だけは納得してい 未婚の漣E包は、お互いに立場があったし(不倫?)結婚するのを

10 ないものの、仕方ないと怒ってサポートしてくれる。 待っていたら何年先になるかわからないから・...

35 出媛後、パ ト始める(母殺に育児を頼んだり、児童童館を利用) ?上の子は父親と住んでいる

40 ? ?Wi夫所在不明

13 
前夫は主事のディ ラ 、T町 (K子宮鱗町)に住む 前夫が借金をして、母親本人から離婚を決怒した。

20 
前夫の勤務地である名古箆へ つ

つ- 29最重で費量婚をして実家に係る。
39 

認Ij夫の親と 2DKのアパ トに隠居。姶が夫の給料の管理し、飲み 姑と夫の異常な主主穏に加えて、前夫が給料を入れなくなり、スナッ
代などのお金を私や私の澗殺や婦に務求してくる。姑は前夫を恋 クの仕事も、母親一人ですることとなる。夫の浮気もあった。線
人扱いして、夫も奮いなり。緩主主も姑が入ってきて、夫の布主自に 停員をしている歯科医の奥さん(結婚前に勤めていたところの奥

44 入る。寝室の掃徐だけは、始がして、私が寅ってきた夫の下着を さん)の勧めもあり、離婚しようと友達の家に逃げる。その頃、
捨てて、姑が貿ってきた下務を事寄せる。 前夫が保育所から子どもを連れ出そうとして、警警察沙汰となった。

その後、調停には長くかかったが、先の調停員の立方けもあり離婚
成立。

1 
専業主婦 夫の借金、マ ジャン

2 尊重量主婦(預金が趣味:離婚特に紡かった) 女依存署長室、夫は織を失う。夫はプライド商く今も職がない。

ワ- ?磯綴持には、長男14戒を頭に、 10歳、 8歳、 2歳の4人がいて
3 生活が大変で、どうしたらよいかわからず、自殺を考えたことも

ある。

6 毒事業主婦 ? 

7 毒事業主婦→パート(子は保育園) フ-

8 F号機、パート 夫の暴力、生活力なし

11 
鹿住はM市 夫がi請ってこなくなった(怒いもよらなかった)

!25 jI :のk専業市頃主かに婦てら毒→3事離業年婚主間婦→で再。、婚水1泳→年離足イ婚ンらずでこ子どもができる。 子どもが2歳

? 

夫が東京で事業起こす、別館1年半、性格の不一致
ストラクターの資擦をとる。

16 
? 夫借金、パチンコ、野善け毒事、女性問題

18 就労(子どもは保育関) 夫ギャンプノレで借金、母の収入も使う

21 K市で専業主嫡 夫が給料をギャンプルへ

22 毒事業主婚 夫の失業、女性格噛、別居の後綴媛

25 
? 前夫とその父がアルコーノレ依存(母が養女で予寄ったことを資める)

26 専業主婦→パート ? 

28 
専業主婦→生命保険率務 (K市の静尊師了で)→夫の父と隠蔚(四日 夫の父がアルコール依存、、精神病続入院など
市}

34 ノ守一ト就労 35裁の時に離婚、節夫の借金

36 署整業手伝い 毒事業失敗、借金

38 
専業主婦(夫には家にいて遊んでいると底、われていた) ?間夫の横暴さと失の華露。 26裁のときに別居の後、離婚。

41 
夫はトラック遂事王手をし、母も一緒に乗っていたが、夫手写びifU務 姉の所で別居中に、夫は三闘'U務所へ。考え方ズレていて離婚
所へ

45 
専業主主婦 つ-

夫の主主費量の手伝い、居住はB市 ?、娘夫婦の所へ別居の後離婚
5 

Kr有にて毒事業主婦(夫が女は主主でパ トもだめという考え) 夫の暴力(若くして霊長を建てて経済的にも大変、暴力がエスカレー

9 
ト)、笑室長に半年隠れる

14 
子出生後、本人がガンで入院。母が育児と務室藍をする。 喜室腸とともに子宮・卵巣も繍出し、自分は綴たきり状態で、夫婦

生活もうまくいかず

24 毒事業主綴(夫の筒綴と同居) ワ-

27 
専業主綴(ストレスだった) 性格の不致

31 
K市にて専業主婦 ? 

33 
毒事業主婦・すぐパ ト(夫のロ ンのため) 夫の爽室長の分も含めた金銭トフプノレ{傍金)、女性問題

43 唐使は道内B市 つ-

46 
東思→檎凋(夫の親と同居) 夫の浮気

47 
25裁で第l子を生んだ後、 26歳で皮離婚したが、後縁する。そ 女性問題 (26歳で皮復縁するが、 39歳のときに湾離婚)
の後第2・3子を出産したが、その織女性罪号越のトラプノレあり。



66 

(2) 不安定さへの落躍と配偶者選択

離別母子家族の貧盟問題については、家族の解

体・崩壊がもたらす低所得・貧国という視角とと

もに、低所得・貧閤に組因する室長族の解体・崩壊

への視角という 2つの視点、からの検討側、すなわ

ち「母子になるから貧闘になる」という捉え方の

他に、「貧困であるから母子になる」といった捉え

方の検討が必要であり、本稿におけるよ述のデー

タからも、現在の母子家族の生活の閤難さは、「離

婚したからJ というだけでは説明できないことが

示された。すなわち、先の「中卒J~r専門学校・

短大進学」までのケースをみても、母親の最終学

躍にかかわりなく、多くのケースが、離婚以前の

段階で、すでに生活は破綻しているのである。「離

婚の時期J の話を開く時点で生活の不安定となっ

たケースでさえ、その離婚理由の内容を考慮すれ

ば、それ以前の結婚生活自体が不安定なもので

あったことが伺える。

こうしてみると、母親たちの学歴階層の違いに

おける結婚生活破綻の時期については、大きな違

いは見られない。しかし、それ以前の、結婚生活

に入る前の職業における安定性をはじめとした独

身時代の生活の安定さについては、階層差があり、

それが配偶者選択にも影響しているように思われ

る。すなわち、中卒・高校中退グループおよび高

校卒業ケースにおいては、初職の段階やその後の

転職の段階での生活の不安定さが見られるのに対

して、専門学校・短大進学グループでは存在しな

かった。むろん、今回のデータにおける分類につ

いては、こちらが抽出する以前に、実際の生活の

不安定さがあった可能性は残されておりJ遅くと

も、この時期には生活が不安定になっていた。」と

いう形で読み取らざるを得ないという眼界から、

専門学校・短大進学グループについても、単に、

それ以前の生活の不安定さや破綻が露にならな

かっただけかもしれない。しかし、一殻の労働市

場における低学歴の就職チャンスの低さを考議し

でも、今回の結巣は、母子家族における学臆階層

悲の現実を反映していると蓄えるのではないだろ

うか。

最初の課題設定で述べた通り、今回の調査では、

母親たちの不安定な選択の「なぜ」に答えるだけ

のデータを準備してはいなしユ。本稿で検討できる

ことは、母親たちの選択の理由はわからないなが

らも、その選択の(不安定さへの落躍の)時期に

関してであり、少なくともそこから、低学歴のグ

yレープにある母親たちは、少ない選択肢の中から

配偶者選択をした・選択せざるを得なかったので

はないかと推測される。それは、中卒・高校中退

グループと高校卒業グループにおける「結婚前J

の生活が不安定で、あった女性について、その結婚

相手となる男性の職業もまた、重機運転や建設・

土木作業員、あるいはスナック、刑務所受刑中な

ど、労働条件の厳しい職業階層にある場合が多い

からである。

女性にとって結婚が社会構麗を移動ずるチャン

スであることは、よく替われることであり、自分

や自分の父親と比較して、学歴・職業・身長など

が棺対的に高い男性配偶者に選択することが一般

的のに見られる中、独身時代の生活が不安定な彼

女たちが、「結婚Jによって今よりも安定した生活

を求めようとする上昇婚を望むのは、当然のこと

と思われる。それにもかかわらず、彼女たちが不

安定であると思われる配偶者選択を行うのは、出

会いのチャンスの可能性{討を含めた実現可能性

の問題であるか、あるいは、そうした選択の方が

「まだまL-Jあるいは、「希望がもてる」という独

身時代を送っていたためであると思われる。

3 .親族による撮助の暗層差

(1 ) 不安定さの「緩和」としての親族援助

ここでは、母子の不安定な生活を緩和・解消す

べく成された親族の援助についてみて行きたい。

表3は、離婚後の母子家族が、 K市で居住を構

えるに際しての選択の理由と、親や親族からの援

助の内容を記したものである。今回の調査では、

先の諦査対象の特徴において親族のネットワーク

に閉まれている母子家族が多いことを確認したよ

うに、離婚後の居住地の選択も、もとからK市に

在住している 9ケースと不明1ケ…ス (No.3)、
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夫から逃げてきた 1ケース (No.25)を除くと、 K

市やその近郊に住んでいる親やきょうだいなどを

頼って、 KF有に居住している。さらに、もとから

のK市在住者にしても、その親や親族がK市市内

あるいは、その近郊に居住している場合が多い。

このことは、被調査者の声に関かれる rK市は母

子家族が住みやすい。J rK市は離婚しでも働け

る。Jr離婚・飲食店・パチンコ届・主婦のサラ金

利用率が高く、周囲の目も無頓着J r偏見少ない」

といった地域特性との関連が少なからず影響して

いるのであろう。大都市における母子が、そこで

の就職の多壊さも手話って、周閣からの干渉を受

けずに母と子だけの純母子家族として生活してい

る一方で、この地域のように、親や親族と同居や

近窟そして、母子家旗が様々な形での「守られ方J

をしている存在形態がある。

では、異体的にどのような援助を受けているの

だろうか。表3から見ていくと、どの学歴階層に

おいても多いのが、子どもの保育に関する援助で

ある o K市は、調査当時の認可保育闘の迎えの時

間が5時と早く、母親の就労時間の終了との兼ね

合いが難しいためであろう。また、開居の家旗を

はじめとして、夕食などの食事の提供や子どもの

衣服・読具、そして、金銭的に圏窮した際の援助

を受けているo しかし、専門学校・短大進学階層

に見られる傾向としては、同居に限らない住宅の

提供(家賃を全て支払ってくれる、ニ世帯住居の

一世帯部分の提供、大屋が親族、一軒家の土地の

提供など)や寝常的な金銭的援助など、娘である

母子世帯を丸抱えする援助がみられる。

例えばNO.9(短大進学)ケースなどは、母子家

族では部屋を借りることができないために、本人

の父親の名義で借家を借りているが、親はそのま

ま家賃を支払ってくれている。また、このケース

は夫の暴力から離婚したケースであるが、本人が

夫から受けたケガの治療のために仕事ができない

ときにも、生活費一切を親が出しているo さらに

今現在も、親や姉が経済閣でも食事・保育などの

生活面でも援助してくれているため、「お金のこと

であくせくせず、ゆっくり仕事、子育てに取り組

めるoJと回答している。これに比べて親の援助が

望めない NO.4(中学卒業)ケ…スなどでは、市営

住宅の入居に襟しての保証人探しに苦労し(母子

家族の保証人になってくれる人がほとんどいな

い)、友達を何とか説得して保証人になってもらい

市営住宅に居住している(本人は、市営住宅の入

崩条件に保証人のサインを求めること自体に無理

があると訴えていた)。さらに親との関係で言え

ば、道内に住んでいる親が病気がちのため、月に

1'""'-'2度、親の様子を見に帰っており、母親本人

が親世帯を援助している。

もちろんNo.34ケースのように、高卒の学歴階

!曹であっても、結婚時に住んで、いた一軒家のロー

ンを全て親が支払ってくれたという事例もある

が、高卒以下の学涯階庸では、閉居している場合

も、毎月、実家に幾らかのお金を入れていたり、

別会計にしている場合が多い。また、同居とはいっ

ても、その住屠自体が、公営住宅や社宅など、親

世帯と母子世帯の二世帯が暮らしていくには十分

とは言えない広さの中での同居であったり、金銭

的にも、本人の醸動収入と親の収入(稼動収入の

場合もあるが、年金、生活保護費の場合もある)

との合算で家計を賄っており、親からの一方的な

援助は少ない。

ところで、親に十分な資掠があり、娘世帯を丸

抱えで「守る」ことができれば、それで十分なの

だろうか。母子家族に限らず父母子家族において

も、子育てのうえで、夫や親族(特に母方の親)

による援助が巣たす役割は大きい。母親の妊娠期

から乳児期・幼児期以降にわたって、精神的・物

質的サポートの主要な提供者となっている。しか

しその一方で、母(あるいは姑)と本人との子育

て方針の違いからくるストレスや、子どもへの悪

影響を改善できないといった、親族サポートのも

つ弊害もある作)。さらに、母親本人が、「母親」と

してよりも「娘」としての生活が主となり、子ど

もは子どもで自分を甘やかせてくれる祖(父)

に棲いて、結果、子どもに愛情が湧かないという

悪循環の弊警も存在する(10)。

今回のケースの中にも、 2歳の子どもが夜泣き
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表3 離婚後の居住地の選択と親族援助

ケース No 離婚後の般住檎の選択 華見・華語族の援助

4 
そのままK市で、友人の紹介で率務アノレパイト→病鋭意雪雲監効 笑室長は道内で父親が住んでおり、病気がちなので月に 1~2 度、様子

手→病院付き添い婦→病院看護助手(常勤) を見に行く。緩からの援効はなし。

子どもの出産時(切i底流援で仕事をやめて入院)から、母親にはたく
さん借金している。玉置:tfもお金がJEりないときには、母親に借りてい

10 岡地 (Kf若干柱内で移動なし) る。また、母が月に 3問、子どもの病院に付き添ってくれている。5i'，

や姉も近くにいるが、米婚には厳しい考え方で婦は口も利いてくれな

い。二人の弟は何年かに一度会う稜度。

35 
離婚後はパートを辞めて現夜の会社に。 K市市内にfまと兄夫

30 mくらいのところに住んでいて、よく行き来をしている
接請がいる。もとからKf有であり、家は一野家で本人名義。

40 一時殺の家に、その後市営伎宅
市内に童話がいて、自分が入院したときは、綴に宣翼下げて援助してもらっ

た。父母とは、たまに行き来する。

K子宮は仕事があるので来た、自分の母と弟も出身地のT盟了(K

13 子育の隣町)からKl1iへきて、一緒に公営住宅に往んでいる(2 保育園のお迎え

t詮潜の母子家庭No.12ケース)。

20 
i穏親がいるK市へ渓ってくる(弟は鱗町にいる)。母子は市営

生活費の援助、過去に仕事の都合で子どもを5sてもらう o
住宅に住む。

39 
き芸家へ→市営伎宅へ→母の室主に母と悶懸(現在、母は倒れて

毅の家に隠居(その前の市営住宅にいたころは経済的に管しかった)
入続中)

姉がK市にいるので+前述の調停員十現在のアパートの大君主
愛知際にいる貌とは、 10年くらい会っていなし" K布市内の独身の熔

44 さんなど、支えてくれる友人・知人が多いので、このままK
とは交流あり。

rtiにいる。

l K市の母の所へ(騰瀦箆経営、間層) 母名義のき主に同居しているが別家計、月に8万円支払う

2 筒親の勧めでK市へ綴る、 F耳毅は2・3分のところに夜伎
両親(美容院経営)の所でいつも夕食を食べる。前夫のおじとの交流

あり、月 2万円の養育稜をもらう

3 ? 
問活している子どもたちからの援助が大きい。上二人は経済的に、勉

の子も母本人が父の看病があるので、家事を分担してやってくれる。

6 
離婚後、子どもの保育所が決まるまで実家で (K市)→市営

1~2/;邸主、 f土毒事で家を空けるので子どもを箆てもらう
住宅へ

K市内に本人の両貌、本人のきょうだいも市内在住。前夫の
子が小さいときは間続に見てもらうこともあった。離婚してすぐの頃

7 親族が汽2撃で1u寺跨くらいのところに(前夫自身は行方不明
だが、子は前夫の綴族と交流あり)

は、上の子が下の子のt世話や、保育協の送り迎えをした。

8 ずっとK市 親は現在は札幌で、年1)J!!'会う稜度

11 
叔母の近くの公営E護士患に住んでいる。;両親は農家(田舎}な 近所に住んでいる叔母には、子どもをみてもらっている。お金は、綴
ので近所から色々言われのを考えて、親元を頼らなかった。 から借りると返せなくなるので、借りていなし凡

12 
湾貴重量寺に隣町へ行ったが、湾離婚後は爾毅のいるT町へ (40

T町に肉親が住んでいて、行き来はしょっちゅうある。
分くらい)、今はK市に。

15 父母と隠居(親は小学校教員を退磯) 家賃として3万円ほど殺に入れているが、食事は一緒のことが多い。

離婚後は内地にいたが、郁夫の兄夫婚が心配して、北海道へ
父は、母に内緒で送金(主主'lE月に 1~2 万円)、送物(月に一度お菜

16 くるように。義兄夫婦のところは、官爵き口がないので、{動き
子を贈ってくる)。母とは絶交。前夫の兄夫婦が相談や金銭約援助

ロを求めて近くのK市へ。

18 とりあえず前毅いるK市へ、現在は別局。 父(罪事答者)、母(就労)、子どもを祖父が見ていてくれた

21 以前よりK市在住、親と兄はK市の隣町在住。 一人になりたいとき、子ども病気持は貌に見てもらう。

22 以前から住んでいた(兄夫婦もK市在住)，雨毒見は隣町主主柱。 不定期に間続より生活費援助(両親は年金生活)

25 とにかく別居するためK市へ 自分の父(養父)が孫の入学時に物品を繁ってくれた

26 
自分たちは公営住宅に住んでいるが、 F暗殺はK市内のすぐiII

:七日は肉親の家で過ごす、お金に闘ったときも潟殺の家で食事
くに往んでいる。
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表3 離婚後の居住地の選択と親族援助(つづき)

ケース No 離婚後の居住地の選択

28 毅がK市在住で差是家。自分たちは民間のアパート。

34 結婚時から住んでいた持ち家(口一ンは親が払う)

36 以前よ IJK市在住、親と兄は鱗の富T夜住。

38 実家の家(土建業の父が入っている枝豆ち)にて河燈

41 
姉を綴ってK子宮へ。しかも友人・知人の底ないところを選ん
だ。貌は愛媛祭夜住。

45 現在の市営住宅は、前夫と転歳、夫が出て行く

姉夫婦は隣町なので姉夫総の近くで職の見つけられるところ

5 でK市を選択、市営伎宅に住む、殺は道内途方(汽車で4時
潤くらい)夜伎

9 
笑家に逃げていた後、K市の近くである燃の家のそばにf主み、
その後、より便利なK市へ

14 母親と岡庭

24 自分の綴と間活

27 実家に3分のところ、父は元公務員

31 
殺と妹(殉蔵している)がK市市内にいるので、 Kf有にいる。
自分は市営役名。

33 
笑家は2階が創世帯が住めるこ世帯住宅になっており、そこ
に居住(家賃はなし)。父は今年定年退職。

43 15分位の所に殺の室長、 2・3分のところに叔母

46 5分のところに肉親がおり、 K市内に毅滅多い

47 間じ敷地内に、笑家の綴の家がある

をするので、その度にポカリスウェットを欽ませ、

時には一晩で1本を飲み干してしまい、医者から

も本児の把満額向を理由に止めるように言われて

いるが、子どもが泣いてしまうと、家族の誰かし

らが「ついつい、飲ませて泣き止ませて」しまっ

ているという回答があった。

また、親族のサポートがうまく機能している場

合でも、親世代の高齢化とともに援助をしていく

ことの限界も生じてくる。先にあげた全道の母子

華晃・毅族の援助

お金はもらっていない、野菜などをもらう

親はM富J(K市から汽療でl時間)に夜住。家のローンは綴が支払つ
てくれた。たまに来てくれる。

通常の親戚づきあい

f主肢の捻供、家計のこと、子どもの世話

親とは室電話する佼。姉とはよく会う、姉も最近離婚した。

君平鳥の両親は離婚時は死亡、君平潟の5もに~るようにいわれたが、帰り

そびれる。道内Af討に高官夫の母がおP、孫に小選いをくれる。

相談事は、娘夫婦にしている。いざとぎうときには、お金のま百で親(父

54歳、母51裁で2人とも就労している)に頼るしかない。

今のf昔家は、 F母親の名畿で借り(母子だと食してくれない)、現在も家
霊童を払ってくれている。自分がケガの治療をするときも、生活費は親

が出してくれた。宮市や父母が助けてくれるので、お金のことであくせ

すせず、ゆっくり仕事、子育てに取り総める。

母毅も離婚しており大きな援効は望めないが、老齢年金は助かる。生

活保護受給前に、母の預金 (1200万円)は生活撃をと医療費に全て使い
果たした。

親との向底のためか、家計上の苦労も子育ての上でもt苦労したことが
ない。

毎臼行き来。子どもの保育所の;mえは父のf土事。夕食は毎娩、実家で
食べる。他に子どものものを貿ってもらう。

前殺とは交流あり、姉には色々椴談できる。親は勤務中に手設を切断

して俸害者になり、母が面倒見ている。現在は年金生活。

伎唐の捻供など援助大きい。他にも子どもの殿、おもちゃ、本人の服

など、綴威からもらっており、これは立さかっている。

地域には綴威が多く伎んでおり、今のアパートの大家も毅威。親の所

へは部際が広いので子どもがよく行きたがる。叔母には、子どもが傑

育園の畷に、よくお迎えなど頼んだ。

親戚とは、よくパーティーで集まる。親には、前に民間の保育園しか

入れず、お金がかかったときに、華見が援助してくれた。みんなからの

もらい物など多く、育ち感りの子どもがいるので効かる。

河じ敷地内なので何かと・ 1 家のローンは払っているが、土地は親
カミら。

調査においても、母子家践の母親本人が高齢化す

るに従って親族への相談が減少し、相談棺手がい

ないという割合が増加していた(11)。さらに、親の

介護が震なってきたときの問題も考慶すれば、親

世帯を頼って生活が成立すればそれで大丈夫とい

うものではなく、あくまでも親世帯の援助とは、

社会福祉における援助の目的がそうであるよう

に、母子家族にとっての自立への跳擢台としての

援助でなければならないであろう。
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しかしケースから見えてきたように、その跳躍

台が十分でない、しっかりしていない場合の問題

も存在する。すなわち、親世帯の資漉に期待でき

ない場合についての問題を次に考えて行きたい。

(2) 仕事か子育てかの選択

K市のように、多くの母子家族が親族のネット

ワークに掴まれて暮らしている中でも、実質的に

母と子の力で、どうにか生活している家族は少な

くはない。そうした家族の特徴としては、なかで

も子どもが小さい場合には、仕事か子育てかの二

者択一的な選択に迫られているということが挙げ

られる。すなわち、月に 10万円程度のパート就労

を選択して、生活費を切り詰めても(あるいは開

問からの自を気にしながらも生活保護を受けて

い、子どもの保育閣のお迎えの時間や、小学校の

帰宅後の子どもの生活を重説するか、あるいは、

どもとの接触の時間を削っても、仕事での高収

がない No.41ケースや No.31ケースなどは、水商

売であるホステス業や、夜間保育の常勤十昼間保

育のパートといった仕事であり、子どもとの生活

がすれ違ってしまうことを強いられている O

さらに、 No.35(中卒)ケースや No.3 (高卒)

ケースのように、子どもたちの稼動収入を繰り入

れて生活している場合もある。とくに No.35ケー

スの場合には、 24歳の長女が消費者金融に勤めて

おり、そこから家計に 8万円を入れている。長女

本人は現在の仕事を辞めたいと言っているが、月

に8万円の入金なしでは家族の生活が成り立たな

いことから、次女が高校を卒業するまでという約

束で、長女に我'慢をさせている。

離別の母子家族の生活と言っても、これらの

ケースと前項でとりあげた親の援助のもとでの暮

らす母子家族の生活とは、かなりの範離があると

思われる。先の No.9ケースや No.24ケースが

「あくせくせずゆったりとJ i家計上の苦労も子育

入(ひとつの仕事で高収入の場合もあるが、昼と て上の苦労もしたことがないI親族とはパーティ

夜とでニつの仕事をしている場合もある)を得る

か、という選択である。これは、ひとり親家族問

題を検討していくうえでの必要不可欠な 3つの損

角である「女性労働」・「性別役割分業J・「家族差

別」問題(12)が重援する形で覆い被さってきてい

る。

No.40 (中卒)ケ}スや No.25(高卒)ケースな

どは前者の例であり、月収15万円ほどでやりくり

し、それでも、母親本人が入院したときには「親

に頭を下げて面僻見てもらっていた (No.40)J と

いう。この2ケースをはじめとして、中卒・高校

中退ケースを中心に、十分な援助が得られない階

膳ほど、本人や家族員が疾患をもっており(表1)、

さらに生活を閤窮させている。

また、 No.16(高卒)ケース、 No.22(高卒)ケー

ス、 No.41(高卒)ケース、 No.31(盟大卒)ケー

スなどは、子どもとの時間を犠牲にして昼も夜も

働いて、一定の収入を確保している例である。そ

れでも No.16ケースや No.22ケースのように、不

定期ではあるが親族に援助してもらわなければ成

立しないという生活である。反対に、金銭的援助

で頻繁に集まるJ といった生活が送れているのと

は対照的に、ここでのケースは、余暇時間の使い

方も子どもとの生活時間のすれ違いから、「子ども

とは、あまり一緒に過ごせない」ことや「忙しく

て疲れる仕事なので、余暇はできるだけ休み(睡

眠)たい。J i自分のための持簡はないし、自分の

ために何とかしたいとは思わない。」という生活が

続いている。

おわりに

一ーまとめと今後の課題

離別母子家族の離別へのプロセスと、その「抜

げ出しJ としての穀の援助に注目して、母親本人

の学援による階贈差を確認してきた。その結果、

結婚前の生活の不安定さと、離婚後の親の援助に

基づく現在の生活の安定度には、高学鹿ほど有利

であるという差がみられた。このことは、離婚後

の母子家族の生活の支えられ方の差が、本人の学

歴差というよりも、娘を高校より上の学校へ進学

させることができるほどの経涜力をはじめとし

た、親の力の差によるところが大きいと考えるこ
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とができる。もう一度、表1に戻って、本人の現

在の職業を見ても、専門学校・短大進学グループ

が飛びぬけて安定した高坂入の職業についている

とは言い難い。そもそも、女性の大学進学率が上

昇している中で、題大や専門学校に進学している

という学摩は、取り立てて「高」学臆とは雷えな

いのかもしれない。やはり、子どもを抱えた女性

の就職の難しさも関わって、親の経済的・社会的

資源に規定された母子の生活が存在している。

そうであるとしたら、力のある殺をもてない母

子を援助していく方向性とは、どうあるべきなの

だ、ろうか。丸抱えの親族の援助に弊害と限界が

あったように、手厚く保護することだけが援助で

はないことは明らかであるが、はたして現行の施

策が、母子が自立に向けて高くジャンプできるだ

けの、飛び、立ってもすぐに急降下しないような「十

分な」跳躍台となりうる援助(支援)が成されて

いるかが関われるべきであろう。ここで、母子家

族の母親たちが、「せめて子どもには、この生活を

抜け出してもらいたい。」という思いから、わが子

にかけている教育の期待と実情を見てみたい。子

どもに対する期待をみていくと、女の子に対して

は看護婦をはじめとした「手に職を」つけてほし

いという願望があり、男の子に対しては大学を出

てほしいという顧望が高い。一方で、母親自身の

離婚に対する振り返りが「離婚してよかった。」と

回答していたことを反映するように、誰一人とし

て「子どもには、どんなことがあっても離婚して

ほしくない。Jといった思答はなく、子どもの将来

へ向けでは職業的自立のみを願っていた。実際、

子どもが中学生以上になると、日常生活が遁迫し

ている家庭や生活保護受給の家庭でさえ、「本当

は、保護を受けて子どもを塾に通わせてはいけな

いんでしょうけれど……」といった負い目をもち

ながら、塾に通わせている。月に 15，000何の月謝

を支払い、その他に教材費や講習会費を捻出して

いくことは、家計のうえでも大変であろうと思わ

れる O それでも、いや、現在の生活が大変だから

こそ、母毅たちは、何としても子どもに教育を授

け、この生活が世代的に再生産されないようにと

しているのではないだろうか。

これまでみてきたように、母子家族の生活は、

実家の階}替差な伴いながら、親や親族の援助に

よって、どうにか支えられていた。しかしそれは、

当座の「母親Jの生活を支えているのであって、

その先の子どもの自立までをも見通しているもの

ではない。では、母子家庭の「子どもJの生活に

ついては、いったい誰がどのように支えていくの

だろうか。これは、今後の課題としたい。
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